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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

産
業
競
争
力
の
強
化
は
、
民
間
事
業
者
の
自
発
的
な
取
組
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
府
の

関
与
は
最
小
限
と
し
、
あ
く
ま
で
民
間
事
業
者
の
活
力
の
向
上
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
と
ど
め
る
こ
と
。
ま
た
、

企
業
収
益
の
改
善
が
雇
用
増
大
、
賃
金
上
昇
及
び
消
費
拡
大
に
つ
な
が
る
好
循
環
を
安
定
的
に
生
み
出
し
て
い
く
た
め
に
、

供
給
面
の
み
な
ら
ず
需
要
面
も
加
味
し
た
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

企
業
実
証
特
例
制
度
に
お
い
て
、
事
業
所
管
大
臣
と
規
制
所
管
大
臣
の
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
、
法
律
の
趣
旨
に
則
り
、

内
閣
総
理
大
臣
が
適
切
に
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

企
業
実
証
特
例
制
度
及
び
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
求
め
及
び
規

制
の
解
釈
及
び
適
用
の
確
認
の
求
め
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
一
か
月
以
内
に
回
答
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
該
期
間
に
回
答

で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
か
月
毎
に
そ
の
旨
及
び
理
由
を
通
知
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
た
な
規
制
の
特
例
措
置
の
求
め
及
び

規
制
の
解
釈
及
び
適
用
の
確
認
の
求
め
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
四
半
期
毎
に
公
表
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
制
度
を
活
用
し
よ

う
と
す
る
事
業
者
の
視
点
に
立
っ
て
、
二
つ
の
制
度
が
一
体
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
早
期
に
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
を
明
示
し
、
可
能
な
限
り
情
報
公
開
を
進
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
企
業
に
と
っ
て
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

 



四 

事
業
再
編
計
画
、
特
定
事
業
再
編
計
画
及
び
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
つ
い
て
、
計
画
に
伴
う
失
業
の
予
防
等
雇

用
の
安
定
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
計
画
の
作
成
に
当
た
り
、
事
業
者
が
労
働
組
合
等
と
十
分
協
議
を
行
い
、
ま
た
、
計
画

の
実
施
に
際
し
て
、
事
業
者
が
雇
用
の
安
定
等
に
十
分
な
配
慮
を
行
う
な
ど
、
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
質
の
高
い
雇
用

の
創
出
・
維
持
に
最
大
限
の
考
慮
を
払
い
つ
つ
当
該
計
画
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
厳
に
適
切
な
運
用
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
つ
い
て
は
、
人
員
削
減
が
主
た
る
目
的
と
な
ら
な
い
こ
と
、
第
二
会
社
に
移
行
す
る
労

働
者
の
労
働
契
約
及
び
労
働
条
件
が
不
当
に
切
り
下
げ
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
第
二
会
社
に
移
行
し
な
い
労
働
者
が
い
る

場
合
に
は
そ
の
選
定
が
恣
意
的
に
な
ら
な
い
よ
う
、
労
働
組
合
等
と
協
議
に
よ
り
十
分
に
話
し
合
い
を
行
う
こ
と
を
要
件
と

し
て
認
定
す
る
こ
と
。 

 

六 

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
支
援
に
つ
い
て
、
従
前
の
施
策
が
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
検

証
を
行
う
と
と
も
に
、
日
本
再
興
戦
略
に
掲
げ
る
開
・
廃
業
率
十
パ
ー
セ
ン
ト
台
の
目
標
達
成
に
向
け
て
、
大
企
業
と
比
べ

て
十
分
な
経
営
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
そ
の
成
長
過
程
に
応
じ
た
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
資
金
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
人
材
確
保
等
、
多
方
面
に
わ
た
る
支
援
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
促
す
た
め
、
特
定
新
事
業
開
拓
投
資
事
業
計
画
の
認
定
基
準
は
、
経
済
の
実
態
に
合
わ
せ
、
可
能
な

限
り
弾
力
的
に
設
定
し
、
運
用
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
本
法
に
基
づ
く
地
域
中
小
企
業
等
の
創
業
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
十

分
な
体
制
を
整
え
ら
れ
な
い
市
区
町
村
に
対
し
国
と
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
等
、
実
効
的
な
創
業
支
援
体
制
の
構
築
に
万

全
を
期
す
こ
と
。 

 

七 

先
端
設
備
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
施
策
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
詳
細
な
制
度
設
計
を
行
う

と
と
も
に
、
リ
ー
ス
事
業
者
及
び
利
用
者
に
対
し
周
知
徹
底
な
ど
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
利
用
拡
大
に
努
め
る
こ
と
。 

 

八 

中
小
企
業
の
再
生
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
、
事
業
再
生
を
要
す
る
中
小
企
業
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本



法
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
機
能
拡
充
、
事
業
再
生
計
画
実
施
関
連
保
証
の
創
設
を

始
め
と
し
た
支
援
策
を
関
係
者
に
広
く
周
知
す
る
よ
う
引
き
続
き
努
力
す
る
と
と
も
に
、
再
生
支
援
の
強
化
に
寄
与
す
る
専

門
人
材
の
育
成
・
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

九 

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
に
つ
い
て
は
、
機
構
設
立
以
降
の
実
績
の
検
証
の
上
に
立
ち
つ
つ
、
民
間
の
目
利
き
人
材
の
十

分
な
確
保
及
び
そ
の
積
極
的
活
用
等
を
図
り
、
出
資
対
象
の
審
査
を
継
続
的
か
つ
厳
格
に
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、
中
長
期
の
産
業
資
本
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
次
世
代
産
業
の
育
成
を
図
る
と
い
う
目
的
の
実
現
に
向
け
た
適
切

な
運
営
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

 


